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族

全

員

を

記

載

右

記

に

同

一

世

帯

に

お

被保険者
との続柄

氏 名 年 齢 職 業

本 人

   在・診・保・３子（　　人）

電話　　　　( )

   謄・抄・年（父・母）

申 請 名 {
妻・父・母

-

別居

   住・所・農・調（離）

家 族 構 成 名 {
本人・妻・父・母 調査年月日　令和　　年　　月　　日
子（　　人）

 件　名 (     /     )

適 要

認 定 済 名 {
妻・子（　　人）

昭
平
令

日年 月年 月 日

年 月 日 年

男  

女  

日

同居
別居

の別
同居 住　　所

（別居のみ）別居

昭
平
令

昭
平
令

被 扶 養 者 氏 名

同居
別居

の別

被 扶 養 者 の
生 年 月 日

申

請

者

欄

被 保 険 者
と の 続 柄

（ フ リ ガ ナ ） 被扶養者の職
業（年間収入）

扶養 しはじめた
日又は扶養しな
くなった日

年

同居 住　　所
（別居のみ）別居

年 月 日

性 別 個 人 番 号
扶 養 し は じ め た
理 由 又 は 扶 養 し
な く な っ た 理 由

平  

年 月 日 印

月

男  

女  

男  

女  

月

千円
被 保 険 者 の
住 所

被 保 険 者 の
氏 名

被 保 険 者 の 生 年 月 日

昭
平
令

〒 -
標 準 報 酬 月 額

被 扶 養 者 （ 変 更 ） 届 〔 認定 削除 訂正 〕
常 務 理 事 事 務 長 課 長 係 長 係

※
記
入
方
法
を
参
考
に
し
て

、
太
ワ
ク
内
の
欄
は
全
部
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

昭  
年

下記のとおり決定してよろしいか伺います。

被 保 険 者 証 の
記 号 ・ 番 号 ・

年 月 日

資 格 取 得 の 年 月 日

日

保 険 者 認 定

月

日

同居
別居

の別
同居 住　　所

（別居のみ）

送
信

送
信

送
信
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お

事業所所在地付

-

郵便番号

受 印

-

被保険者
との続柄

氏 名 年 齢 職 業

本 人 上記のとおり決定いたしました。

新潟県農業団体健康保険組合　　　㊞

の

場

合

は

除

く

）

この欄は記入しないでください。

電話　　　　( )

同居
別居

の別
同居 住　　所

（別居のみ）別居

日

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に文書又は口頭で社会保険審査
官（地方厚生（支）局内）に対して審査請求をすることができま
す。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又
は処分の取消しの訴えを提起することができます。
　再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌
日から起算して２か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会
（厚生労働省内）に対して行うことができ、処分の取消しの訴え
は、審査請求の決定があったことを知った日から６か月以内（再
審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から
６か月以内）に、健康保険組合を被告として提起することができ
ます。（ただし、原則として、決定又は裁決の日から１年を経過し
たときは、提起することができなくなります。）
　なお、審査請求があった日から２か月を経過しても決定がない
ときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必
要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定
を経なくても再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。

この欄は記入しないでください

年 月年 月 日

同居
別居

の別
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昭
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扶 養 し は じ め た
理 由 又 は 扶 養 し
な く な っ た 理 由

保 険 者 認 定

月日
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（別居のみ）別居

被 扶 養 者 氏 名 年 月 日 印

申

請

者

欄

被 保 険 者
と の 続 柄

（ フ リ ガ ナ ） 被 扶 養 者 の
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日

資 格 取 得 の 年 月 日

昭  
年 月 日 年

平  

被 保 険 者 証 の
記 号 ・ 番 号 ・

被 保 険 者 の
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月
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さい。

③ 戸籍抄本〔1〕 被扶養者を有する者が新たに被保険

配 偶 者 ① ⑩者資格を取得したとき。 ④

〔2〕 被保険者が新たに被扶養者を有する

直
系
卑
属

子

16歳未満
⑤ 学生証写し

もしくは在学証明書

認 定 に 関 す る 書 類 右 記 の 番 号 を 参 照 し て く だ さ い 。 届に添付する書類この届書は、被保険者が次のいずれかに

該当するときは、事業主を経由してその日
申 請 者 区 分 届に添付するもの 後日組合より依頼するもの ① 扶養調査書

か ら 5 日 以 内 に 正 副 二 通 を 提 出 し て く だ

直 系 尊 属
（父・母・祖父母・養父母）

①　　　　④ ⑧　　⑨　　⑩
② 戸籍謄本

記入上の注意 就労不能者① ⑥ ⑦ ⑧　　　　⑩ ⑦

⑦ ⑩にいたったとき。

〔 3 〕 被 扶 養 者 を 削 除 す る と き 。
16歳以上～
　　60歳未満

学生・・・・・・⑤　⑦ ⑩

(1) 新規取得者がこの届を提出するときは 実子以外の子 上記子の外に　① ③ ⑦ 子と同じ
表題の（変更）の文字を消してください。

孫 ・ 曽 孫 ①　　　　② ⑧　　　　⑩
組合より依頼する書類(2) 申請者欄の保険者認定欄以外は必ず全

部 記 入 し て く だ さ い 。 傍
系
親
族

兄 弟 姉 妹 子の外に　　① ② ⑧　　　　⑩
(3) 被扶養者を削除する場合は、その理由

そ の 他 三 親 等
内 の 親 族

各種年金等の金額が
わかる振込通知書の写
し（最新のもの）

⑥ 医師の診断書・障害
者手帳の写し

夫婦共働きの場合
それぞれの年間収入が
わかる書類
（源泉徴収票等写し）

(6) 被扶養者を削除する場合、または被扶養者について訂正する場合は、個人番号の記入は不要です。

証を添付してください。

(5) 「被保険者との続柄」欄は長男、長女、養子、養母、義母等とくわしく記入してください。

⑩ その他必要に応じて

⑨ 所得証明書

く だ さ い 。

(4) 被扶養者を削除する場合は、被保険者

⑧ 家族全員の住民
（続柄を省略しないもの）

①　　　　② ⑧　　　　⑩と死亡年月日・就職年月日等を記載して


